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２
月
１６
日
〜
３
月
１５
日
（
土
・
日

曜
、
祝
日
除
く
。
２
月
２１
・
２８
日
の

日
曜
は
開
設
）
の
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
、
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
で
、
令

和
２
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確

定
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す

（
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
申

告
相
談
は
、
混
雑
の
状
況
に
よ
り
早

め
に
相
談
受
け
付
け
を
締
め
切
る
場

合
あ
り
）。

な
お
、
入
場
整
理
券
が
必
要
で

す
。
同
券
は
、
当
日
会
場
で
配
布
か

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
か
ら
事
前
申
し
込
み
を
。

伊
丹
税
務
署
に
は
確
定
申
告
書
作

成
会
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。

３
月
１６
日
以
降
の
受
付
場
所
は
決

ま
り
次
第
、
本
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
年
か
ら
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
で

の
市
・
県
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け

は
行
わ
な
い
た
め
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

申
告
書
提
出
の
際
、
源
泉
徴
収
票

な
ど
の
添
付
が
不
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
住
民
税
に
関
す
る
事
項
を

含
め
、
申
告
書
な
ど
に
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
で
確
定
申
告

書
を
作
成
す
る
人
は
、
源
泉
徴
収
票

な
ど
が
必
要
で
す
。

【
医
療
費
控
除
の
提
出
書
類
を
簡

略
化
】
令
和
２
年
分
以
降
は
、
医
療

費
の
領
収
書
の
添
付
・
提
示
に
よ
ら

ず
医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
添
付
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

◎
消
費
税

【
区
分
経
理
を
し
た
帳
簿
の
保
存
】

仕
入
れ
や
経
費
に
軽
減
税
率
（
８
％
）

対
象
品
目
が
あ
る
場
合
、
仕
入
税
額

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
仕

入
れ
や
税
率
ご
と
に
区
分
経
理
を
し

た
帳
簿
を
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

【
課
税
取
引
金
額
計
算
表
の
作
成
】

決
算
書
類
（
青
色
申
告
決
算
書
な
ど
）

に
記
載
の
決
算
額
は
税
率
ご
と
の
区

分
が
あ
り
ま
せ
ん
。
決
算
書
類
か
ら

は
消
費
税
の
申
告
書
の
作
成
が
で
き

な
い
た
め
、
「
課
税
取
引
金
額
計
算

表
（
事
業
所
得
用
）
」
な
ど
の
様
式

を
用
い
て
整
理
す
る
と
便
利
で
す
。

◎
贈
与
税

【
対
象
者
】
▽
令
和
２
年
中
に
個

人
か
ら
１１０
万
円
を
超
え
る
財
産
の
贈

与
を
受
け
た
▽
２
年
中
に
個
人
か
ら

財
産
を
受
け
、
相
続
時
精
算
課
税
を

適
用
す
る
―
―
人
。

【
申
告
と
納
税
】
▽
令
和
２
年
分

の
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
の
期
限

は
、
２
月
１
日
〜
４
月
１５
日
で
す
。

◎
納
付
期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う

確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
・
復
興

特
別
所
得
税
・
消
費
税
・
地
方
消
費

税
の
納
付
期
限
は
４
月
１５
日
㈭
で

す
。確

定
申
告
書
の
提
出
後
に
別
途
、

所
得
税
額
を
納
税
通
知
書
な
ど
で
お

知
ら
せ
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

納
付
に
は
便
利
な
振
替
納
税
（
振
替

は
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
は
５
月
３１
日
、
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
は
２４
日
）
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

◎
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
の
利

用
を

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
自
宅
な
ど
か
ら

の
申
告
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
同
カ
ー

ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
持

っ
て
い
る
人
は
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
申

告
が
可
能
で
す
。
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
Ｉ

Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
は
税
務
署
で
発
行

で
き
ま
す
。

◎
市
・
県
民
税

【
対
象
者
】
①
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
在
住
し
▽
前
年
中
に
所
得
が

あ
っ
た
▽
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報

告
書
の
提
出
が
な
い
▽
給
与
所
得
以

外
に
年
金
、
恩
給
が
あ
る
▽
年
金
、

恩
給
を
受
け
、
社
会
保
険
料
、
生
命

保
険
料
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
②
市

内
に
事
業
所
か
家
屋
敷
が
あ
り
、
市

外
に
住
所
の
あ
る
―
―
人
な
ど
。

★
郵
送
で
の
提
出
に
協
力
を

感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
市
役
所
２
階

の
市
民
税
課
に
あ
る
申
告
書
（
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し
か
通
知
カ
ー

ド
と
身
元
確
認
書
類
の
写
し
な
ど
を

添
え
て
４
月
１５
日
（
必
着
）
ま
で
に

〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
市
民

税
課
へ
。

問
市
県
民
税
は
市
市
民
税
課
!

７８４

・
８
０
２
２
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税

（
個
人
）
は
伊
丹
税
務
署
!

７７９
・
６

１
２
１
。

◆
軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
申
告
手
続

き
な
ど
は
３
月
３１
日
ま
で
に

軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
に

お
い
て
軽
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転

車
、
小
型
特
殊
自
動
車
ま
た
は
二
輪

の
小
型
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
車
、
売
却
ま

た
は
譲
渡
し
た
場
合
や
盗
難
に
遭
っ

た
場
合
は
、
３
月
３１
日
ま
で
に
必
ず

申
告
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
有
し
て
い
る
車
両
に
よ
っ
て
申

告
手
続
き
の
窓
口
が
異
な
る
た
め
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
原
動
機
付
自
転
車
（
１２５
ｃ
ｃ
以

下
）
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
ミ
ニ
カ

ー
は
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。
軽
三
輪
車
・
軽
四
輪
車
は
軽
自

動
車
検
査
協
会
兵
庫
事
務
所
!

０５０
・

３
８
１
６
・
１
８
４
７
。
軽
二
輪
車

・
小
型
二
輪
車
は
神
戸
運
輸
監
理
部

兵
庫
陸
運
部
!

０５０
・
５
５
４
０
・
２

０
６
６
。

◆
Ｓ
Ｍ
Ｓ
に
よ
る
市
税
催
告
を
実
施

市
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
限

を
過
ぎ
て
も
納
付
が
確
認
で
き
な
い

場
合
に
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
に
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー

ビ
ス
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
を
利
用
し
た
納
税

の
催
告
を
行
い
ま
す
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
人
は
速

や
か
に
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
国
保
年
金
課
（
徴
収
担
当
）

!

７４４
・
０
４
３
６
。

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

子
育
て
支
援
担
当
職
員
な

ど

登
録
者
を
募
集

市
教
委
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員

の
登
録
者
を
次
の
通
り
募
集
し
ま

す
。【子

育
て
支
援
担
当
】▽
資
格
1
幼

稚
園
教
員
免
許
か
保
育
士
資
格
▽
勤

務
1
週
５
日
①
３０
時
間
②
２５
時
間
③

２０
時
間
▽
月
額
1
①
１６
万
６
千
４００
円

②
１３
万
４
千
８００
円
③
１０
万
３
千
２００
円
。

【
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
補
助
】

▽
資
格
1
幼
稚
園
教
員
免
許
▽
勤
務

1
週
５
日
３０
時
間
▽
月
額
1
１６
万
６

千
４００
円
。

【
※
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
】
▽
資
格
1

応
用
情
報
技
術
者
資
格
か
同
等
の
能

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
管
理
（
Ｔ
Ｃ
Ｐ
／
Ｉ
Ｐ
）
な
ど

の
基
礎
的
な
知
識
を
有
す
る
▽
勤
務

1
週
５
日
３７
・
５
時
間
▽
月
額
1
２０

万
９
千
７００
円
。

＊

＊

4
市
役
所
５
階
の
職
員
課
に
あ
る

所
定
の
用
紙
と
事
前
作
文
（
※
の
み
）

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
写

真
を
貼
っ
て
直
接
か
郵
送
で
〒
６６４
・

８
５
０
３
伊
丹
市
教
育
委
員
会
事
務

局
職
員
課
（
!

７８４
・
８
０
８
４
）へ
。

◆
市
立
伊
丹
病
院

放
射
線
技
師
を

募
集

４
月
１
日
採
用
の
放
射
線
技

師
（
正
規
職
員
）
１
人
を
次
の
通
り

募
集
し
ま
す
。

▽
資
格
1
放
射
線
技
師
の
資
格
を

持
ち
、
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
人
▽
月
額
1
大
学
卒
２０
万

５
千
９２０
円
、
短
大
三
卒
１９
万
７
千
５６０

円
。4

所
定
の
用
紙
（
市
立
伊
丹
病
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
必
要
書

類
、
８４
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封

筒
１
通
を
添
え
、
写
真
を
貼
っ
て
３

月
１
日
ま
で
に
直
接
か
郵
送
（
必
着
）

で
〒
６６４
・
８
５
４
０
昆
陽
池
１
―
１００

伊
丹
病
院
総
務
課
（
!

７７７
・
３
１
１

８
）
へ
。
３
月
４
日
㈭
採
用
試
験
あ

り
（
事
前
に
要
職
場
見
学
）。

◆
「
９
時
か
ら
１４
時
ま
で
の
仕
事
」

就
職
相
談
会

３
月
１７
日
㈬
午
前
１０

時
〜
正
午
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
こ
こ
い
ろ
で
。

子
育
て
と
仕
事
の
両
立
に
理
解
の

あ
る
企
業
と
の
就
職
相
談
や
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
な
ど

を
案
内
し
ま
す
。

定
員
３６
人
。
無
料
。
一
時
保
育
あ

り
（
１
歳
〜
就
学
前
５
人
。
１
人
３００

円
。
先
着
順
）。

4
３
月
１
日
か
ら
男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
こ
こ
い
ろ
!

７８１
・
５
５
１

６
へ
。
先
着
順
。

問
市
自
立
相
談
課
!

７８０
・
４
３
４

４
。

伊
丹
広
報
３
面

０
２
１
５
０
３

奥
❶
井
❷
井
❸
藤
❹
井
❺
尚
❻
尚
❼
尚
❽
藤
❾
尚
10
井

市

政

見
る
聞
く

パ
ブ
コ
メ
を
公
表

◆
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
を
公

表

市
は
、
①
「
第
６
次
伊
丹
市
総

合
計
画
前
期
実
施
計
画
（
中
間
案
）
」

②
「
伊
丹
市
行
財
政
プ
ラ
ン
（
令
和

３
〜
６
年
度
）（
案
）」
に
つ
い
て
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
を
次
の

通
り
公
表
し
て
い
ま
す
。

▽
公
表
期
間
1
３
月
１６
日
ま
で
▽

公
表
場
所
1
市
役
所
２
階
の
政
策
室

（
①
の
み
）
、
同
２
階
の
経
営
企
画

課
（
②
の
み
）
、
同
１
階
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
、
各
支
所
・
分
室
、
く

ら
し
の
プ
ラ
ザ
、
市
民
ま
ち
づ
く
り

プ
ラ
ザ
、
「
ふ
ら
っ
と
」
人
権
セ
ン

ぐ
ら

タ
ー
、
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
、
防

災
セ
ン
タ
ー
１
階
の
行
政
資
料
コ
ー

ナ
ー
（
各
窓
口
の
業
務
時
間
に
閲
覧

可
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

問
①
市
政
策
室
!

７８４
・
８
０
０
７

②
市
経
営
企
画
課
!

７８４
・
８
０
２

７
。

◆
第
２
回
市
子
ど
も
・
子
育
て
審
議

会
を
開
催

２
月
２６
日
㈮
午
後
１
時

半
、
議
会
棟
３
階
の
議
員
総
会
室
で
。

議
題
は
「
令
和
３
年
度
特
定
教
育

・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
に
つ
い

て
」。定

員
５
人
。
傍
聴
希
望
者
は
当
日

午
後
１
時
２０
分
ま
で
に
直
接
、
会
場

へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
教
委
こ
ど
も
若
者
企
画
課
!

７８４
・
８
１
６
７
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請

サ
ポ
ー
ト

市
は
、
各
支
所
・
分
室

な
ど
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
出

張
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す

（
無
料
写
真
撮
影
あ
り
）
。
主
な
日

程
と
会
場
は
次
の
通
り
。
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

▽
２
月
１８
日
㈭
1
南
分
室
▽
２５
日

㈭
1
「
ふ
ら
っ
と
」
人
権
セ
ン
タ
ー

▽
３
月
４
日
㈭
1
野
間
分
室
▽
９
日

㈫
1
く
ら
し
の
プ
ラ
ザ
▽
１０
日
㈬
1

神
津
支
所
▽
１５
日
㈪
1
北
支
所
▽
１７

日
㈬
1
西
分
室
。

い
ず
れ
も
午
前
１０
時
〜
午
後
３

時
。
本
人
確
認
資
料
（
運
転
免
許
証

・
健
康
保
険
証
な
ど
公
的
な
本
人
確

認
資
料
１
点
）
と
個
人
番
号
通
知
カ

ー
ド
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
市
民
課
!

７８４
・
８
１
２
１
。

３月３～８日
伊丹市芸術家協会展

22月月1199日日㈮㈮児児童童手手当当をを支支給給 市と伊丹市芸術家協会は、３月３～８日
午前１０時～午後６時、東リ いたみホール
６階の中ホールで、「伊丹市芸術家協会展」
を開催します。
内容は、絵画・彫刻・工芸・書・写真・
デザインを約４０点展示します。無料。

市文化振興課!７８４-８０４３

２月１９日㈮に昨年１０月～１月分の児童手当を
支給します。
２月期の支払通知書はありません。
次回の支給日は６月１８日㈮です。

市こども福祉課!７８４-８０３０


